
令和６・７年度 荒川区スポーツ推進委員募集要項 
 
 この要項は、令和６・７年度荒川区スポーツ推進委員の募集に関し、必要な事項を定めた
ものです。 
 
１ 荒川区スポーツ推進委員の職務 
  区⺠のスポーツの普及及び推進を図るため、次の職務を⾏う。 
 （１）スポーツ推進のため、スポーツに関する事業の実施に係る連絡調整を⾏う。 
 （２）区や学校等の⾏政機関が⾏うスポーツに関する⾏事又は事業に対して協力する。 
 （３）スポーツ団体やその他の団体が⾏うスポーツに関する⾏事又は事業に関し、求め 

に応じ協力する。 
 （４）区⺠の求めに応じスポーツの実技指導を⾏う。 
 （５）区⺠のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図る。 
 （６）区⺠に対し、スポーツについての理解促進を図る。 
 （７）官公署、学校及びスポーツ関係団体相互の連絡をする。 
 （８）区⺠のスポーツ推進のための指導、助⾔を⾏う。 
 
２ 応募資格 
 （１）満１８歳以上であること 
 （２）スポーツに興味があること 
 （３）次のいずれかに該当する者でないこと 
   ア 禁固以上の刑に処せられ、その執⾏を終わるまで又はその執⾏を受けることが 

なくなるまでの者 
   イ 当該地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2 年を 
    経過しない者 
   ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条まで 

に規定する罪を犯し、刑に処せられた者 
   エ 日本国憲法施⾏の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴 

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
３ 身分等 
 （１）身分  非常勤職員 
 （２）任期  令和８年３月３１日まで 
 （３）報酬  月額８，２５０円（源泉所得税及び活動会費を含む。） 
       
   



４ 募集人数 
  ８名程度 
 
５ 応募方法 
  荒川区スポーツ推進委員応募用紙に必要事項を記載し、スポーツ振興課へ持参・郵送ま 

たはファックスにより提出。 
※ファックスの場合、送信後に確認のため、お電話してください。 

 
６ 選考方法 
  応募書類審査及び面接の総合判定により決定します。選考結果については、後日応募者
に通知します。 
 
７ 申込み・問合せ先 

〒１１６−８５０１ 荒川区荒川２−２−３ 荒川区役所３階 
荒川区スポーツ振興課スポーツ事業係 
TEL：０３−３８０２−３１１１(内線：３３７３・３３７４)  
FAX：０３−３８０２−３１２８ 
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